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神奈川県の取組

⚫ 中小企業・小規模企業経営課題等把握事業

⚫ 神奈川政労使会議共同メッセージ

⚫ 九都県市合同の取組

⚫ パートナーシップ構築宣言

⚫ その他の取組
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中小企業・小規模企業経営課題等把握事業

⚫ 中小企業・小規模企業経営課題等把握事業とは

【目的】
県内中小企業・小規模企業の経営状況及び支援ニーズを
把握し、支援施策を適切に推進する。

【方法】
県内中小企業・小規模企業2,600社を対象にアンケート
を実施（回答者数824件）
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 重視している経営課題のトップは「人材の確保・採用・育成」

中小企業・小規模企業経営課題等把握事業

⚫ アンケート結果の主な内容
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中小企業・小規模企業経営課題等把握事業

⚫ アンケート結果の主な内容
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中小企業・小規模企業経営課題等把握事業

⚫ アンケート結果の主な内容
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中小企業・小規模企業経営課題等把握事業

⚫ アンケート結果の主な内容
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中小企業・小規模企業経営課題等把握事業

⚫ アンケート結果の主な内容
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中小企業・小規模企業経営課題等把握事業

⚫ アンケート結果の主な内容
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神奈川政労使会議共同メッセージ

令和７年１月20日に、県内の
政労使代表者が集まる神奈川
政労使会議を開催し、適正な
価格転嫁による構造的な賃上げ
や生産性の向上を目指して
政労使が一体となって取り組む
ことを宣言する「神奈川政労使
会議共同メッセージ」を発表
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九都県市合同の取組
九都県市が連携して価格転嫁の円滑化に向けた取組を実施する検討会を
開催し、九都県市合同で適切な価格転嫁について普及啓発するための
チラシを作成し、九都県市の首長連名で企業や経済団体へ協力を依頼
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パートナーシップ構築宣言

⚫ パートナーシップ構築宣言の普及と実効性向上
に向けた緊急要請

⚫ パートナーシップ構築宣言とは

①サプライチェーン全体の共存共栄と
規模・系列等を越えた新たな連携

②下請事業者との望ましい取引慣行の遵守

について、企業の代表者が「発注者」側の立場から宣言するもの

令和５年２月28日に県と県内経済６団体（※）が連携し、県内
事業者に対し呼びかけ

①「パートナーシップ構築宣言」の取組みへの参加
②社内の取引現場や取引先への周知・徹底による実効性の確保

※神奈川県商工会議所連合会、神奈川県商工会連合会、神奈川県中小企業団体
中央会、神奈川県経営者協会、神奈川経済同友会、神奈川県中小企業家同友会
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パートナーシップ構築宣言

⚫ 特別相談窓口の設置

⚫ 県の補助金の審査における加点優遇措置

⚫ パートナーシップ構築宣言支援融資

・公益財団法人神奈川産業振興センター経営総合相談課
℡０４５－６３３－５２００

・小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金

・中小企業生産性向上促進事業費補助金

（令和７年度は既に上記補助金の受付を終了しています）

・パートナーシップ構築宣言に登録した中小企業者等の運転
資金等への融資

・融資限度額は2,000万円、融資利率は年2.0%以内

令和７年10月31日現在 県内宣言企業数 4,660社
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その他の取組

●ホームページの充実化

●知事から経済団体への協力依頼

・国が策定した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する
指針」のポイントを掲載

・価格転嫁に役立つ資料やツールを掲載

・知事から経済団体へ価格転嫁の推進について直接協力を依頼

●市町村等への協力依頼
・官公需に係る価格転嫁について、市町村向け説明会で周知

・価格転嫁推進月間には市町村や関係団体に対して周知し協力を
依頼
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（参考）神奈川県ホームページ

• 適切な価格転嫁に向けた取組
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/partnership.html

• 中小企業・小規模企業経営課題等把握事業
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/cnt/f536782/index.html

• 神奈川政労使会議共同メッセージ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/seirousikaigi.html

ご清聴ありがとうございました。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/partnership.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/cnt/f536782/index.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/seirousikaigi.html
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